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TJKパーパス

“健康”をつくる。 “生活”をつくる。 “安心”をつくる。
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では、適切な運用を行い、安全にマイナンバーを取り扱っています

オンライン資格確認・マイナンバー対応

＜オンライン資格確認等システムのしくみ＞

オンライン資格確認の円滑な運用に向けた取り組み

マイナンバーの総点検について

 マイナンバー制度の円滑な運用には、組合員から安心でき

るよう、マイナンバーを正しく登録することが必要不可欠。

 国から全国の保険者へマイナンバーの点検依頼を実施。

＜国の点検基準＞
該当していない

該当している

点検が必要

点検不要

基本的留意事項に沿った対応を
行っていなかった
２９３団体（約8.6％）

一部確認ができず、データの点検を行う
１,０１０団体（約29.6％）

基本的な留意事項に沿った
事務処理をしている
２,１０８団体（約61.8％）
※TJK含む

＜全保険者（3,411団体）の報告結果（データ引用：厚生労働省ホームページ）＞

点検が必要

点検が必要

点検不要

※J-LIS照会：健保組合等にて、住基ネット（住民基本台帳ネットワークシステム）より、５情報（氏名（漢字・カナ）、

生年月日、性別、住所）を用いて照会し、合致するマイナンバーを登録する仕組み

事業主の皆様からの届出を受けて、健保組合が中間サーバーに加入者情報を登録しています。
マイナンバー、氏名（漢字・カナ）、生年月日、住所に誤りがあると、オンライン資格確認等システムに

データ登録ができず、医療機関の窓口で資格確認できない場合があります。

ＴＪＫでは社員の方が楽しみながら健康になれるポータルサイトの導入を秋ごろ予定しています。

詳細は、TJKホームページ等で随時お知らせしてまいります。

—より広く、より多くの方がTJK事業を活用して健康になるために—

■「基本的留意事項」とは

①健保組合等がJ-LIS照会※によりマイナンバーを登録する際は、原則４情
報（氏名、生年月日、性別、住所）以上が合致する場合のみ登録を行う

②国のシステムチェック機能により検知されたマイナンバー誤登録の疑いが
ある者については、適切な確認作業を行う

事業主の皆様には、速やかに正確な情報を提出いただきますようお願いいたします。

 ＴＪＫにおいては、当初より、国の「基本的留意事項」に

準じたマイナンバーの登録を行っており、今般の点検

依頼は対象外である。

日本におけるデジタル社会の基盤となるマイ

ナンバー活用を推進するため令和5年6月に

「マイナンバー法等の一部改正法」が公布。

 令和６年秋に保険証を廃止し、マイナンバーカードと健康保険証を一

体化することが決定（令和５年７月２７日現在）

 併せて健康保険法施行規則の改正（令和5年5月）も行われ、事業主

による資格取得届へのマイナンバー記載が明文化（義務化）。
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